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説明資料

・義務教育費国庫負担⾦に必要な経費
・⼩・中・⾼等学校を通じた英語教育強化事業
・補習等のための指導員等派遣事業
・社会総がかりで⾏う⾼校⽣留学促進事業



英語担当教員に係る⼈件費（推計）

教員給与：１兆５，６５０億円（うち国費：５，０１１億円）
教員のうち、教諭等の割合：８６．１％
教諭等のうち、英語を担当する教諭等の割合：１２．４％
１兆５，６５０億円 × ８６．１％ × １２．４％ ≒ 約１，６７１億円

教員給与：１兆２，７０５億円（うち国費：０円）
教員のうち、教諭等の割合：９１．６％
教諭等のうち、英語を担当する教諭等の割合：１２．４％
１兆２，７０５億円 × ９１．６％ × １２．４％ ≒ 約１，４４３億円

① 公⽴中学校

② 公⽴⾼等学校

（注）教員給与：地⽅教育費調査（平成２４会計年度） ※共済組合等負担⾦等を除く
教諭等の割合及び英語を担当する教員の割合：学校教員統計調査（平成２２年度）

合計：約３，１００億円

（出典）⽂部科学省提出資料



平成26年度 英語⼒調査結果（⾼校3年⽣）
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＜ 聞くこと＞ ＜書くこと＞ ＜話すこと＞

（出典）平成26年度 英語教育改善のための英語⼒調査（⽂部科学省実施）

（出典）ブリティッシュ・カウンシル、ケンブリッジ⼤学英語検定機構

Ｂ２
⾃分の専⾨分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題でも複雑な⽂章の主要な内容を理解できる。⺟語
話者とはお互いに緊張しないで普通にやり取りができるくらい流暢かつ⾃然である。幅広い話題について、明確で詳細な⽂
章を作ることができる。

Ｂ１
仕事、学校、娯楽などで普段出会うような⾝近な話題について、標準的な話し⽅であれば、主要な点を理解できる。その⾔
葉が話されている地域にいるときに起こりそうな、たいていの事態に対処することができる。⾝近な話題や個⼈的に関⼼の
ある話題について、筋の通った簡単な⽂章を作ることができる。

Ａ２
ごく基本的な個⼈情報や家族情報、買い物、地元の地理、仕事など、直接的関係がある領域に関しては、⽂やよく使われる
表現が理解できる。簡単で、⽇常的な範囲なら、⾝近で⽇常の事柄について、単純で直接的な情報交換に応じることができ
る。

Ａ１

具体的な欲求を満⾜させるための、よく使われる⽇常的表現と基本的な⾔い回しは理解し、⽤いることができる。⾃分や他
⼈を紹介することができ、住んでいるところや、誰が知り合いであるか、持ち物などの個⼈的情報について、質問をした
り、答えたりすることができる。もし、相⼿がゆっくり、はっきり話して、助けが得られるならば、簡単なやり取りをする
ことができる。

⾃⽴した
⾔語使⽤者

基礎段階の
⾔語使⽤者



英語担当教員の英語⼒

・⽣徒の英語能⼒を向上させるには、まずは、英語教員の英語能⼒の向上を図る必要があるが、⽬標設定が
適切か、また、現在の⽬標と⼤きくかい離する状況をどう考えるべきか。
・どのような⼿段で英語教員の能⼒を担保・向上させるべきか。

（出典）平成26年度 英語教育改善のための英語⼒調査（⽂部科学省実施）

英語担当教員のうち、英検準１級以上を
取得している教員の割合（中学校）
【⽬標：５０％（平成２９年度まで）】

英語担当教員のうち、英検準１級以上を
取得している教員の割合（⾼等学校）
【⽬標：７５％（平成２９年度まで）】



⾼校⽣の留学の促進

（出典）⾏政事業レビューシートより抜粋

⽂部科学省
（２６２百万円）

地⽅公共団体や⾼校⽣の留学・交流を扱う⺠間団体が主催する海外派遣プログラムへ参加、もしくは個⼈留学（⻑期の
み）する者を対象に、都道府県を通じて⽀援する。対象となる留学は、⻑期が原則１年間、短期が原則２週間以上１年未満
とし、短期は原則、学校単位での応募とする。併せて、海外留学への機運を⾼めさせる取組として、留学経験者や海外勤務
経験者等を⾼等学校等へ派遣して体験講話する取組や留学フェア等を開催する都道府県を⽀援する。また、海外で⽇本語を
専攻している外国⼈⾼校⽣を６週間程度招致して、⽇本の⾼等学校に体験⼊学させて交流する取組を、⾼校⽣の留学・交流
を扱う⺠間団体を通じて実施する。

国際⽂化交流促進費補助⾦：２３１百万円
Ａ：都道府県教育委員会（全４２機関）

留学⽀援⾦：２０７百万円
Ｃ：留学する⾼校⽣（個⼈）（１，６００⼈）

国際⽂化交流促進費補助⾦：３１百万円
Ｂ：⺠間団体（全２機関）

留学を希望する⽣徒を選抜し、⾼校⽣の留学・交流を
扱う⺠間団体が主催する海外派遣プログラムへの参加、
もしくは個⼈留学するものに留学経費を⽀給する。また、
留学経験者等を⼩・中・⾼等学校に派遣し体験講話の機
会を設け、留学フェア等を開催し、留学機運を醸成する。

アメリカ等で⽇本語を専攻している外国⼈⾼校⽣を⽇
本に招致し、⽇本の⼀般家庭にホームステイしながら⽇
本の⾼等学校に体験⼊学し、語学学習、交流活動等を実
施する⺠間団体のプログラムに対して⽀援を⾏う。

⻑期（原則１年間）：３００⼈ ×３０万円
短期（原則２週間以上１年未満）

：１，３００⼈ ×１０万円

現⾏の留学に対する⽀援⾦は留学費⽤のごく⼀部にとどまっており、公的⽀援がなくとも留学費⽤を
負担できる家庭の⾼校⽣が⽀援を受けている状態となっていないか。



官⺠共同による留学促進キャンペーン

（出典）⽂部科学省提出資料より

・⾼校⽣の留学に対する国の⽀援は、地⽅⾃治体や⺠間企業の取組とこれまで以上に連携すべきではないか。

⾼校⽣の留学⽣数
（平成２５年度調査）
約 42,000⼈


